
『 児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」通知の施行について』の一部改正新旧対照表（案）「

○『 児童福祉法による保育所運営費国庫負担金」通知の施行について （昭和５１年４月１６日厚生省発児第５９号の５）厚生省児童家庭局長通知「 』

改 正 後 改 正 前

第１ 保育単価及び支弁額について 第１ 保育単価及び支弁額について
１ 保育単価について １ 保育単価について
（略） 保育単価の構成は、地域差を8区分、定員規模別を15区分、年齢別を

乳児、１～２歳児、３歳児及び４歳以上児の４区分とし、この額（基
本分保育単価）にすべての保育所について児童用採暖費加算額、民間
施設給与等改善費、除雪費、寒冷地手当の支給地域に所在する保育所
にあっては、寒冷地加算、北海道に所在する保育所にあっては事務用
採暖費加算額、単身赴任手当加算費が承認された保育所にあっては単
身赴任手当加算費、施設機能強化推進費が承認された保育所にあって
は施設機能強化推進費、特別保育事業等を実施する保育所にあっては
事務職員雇上費の加算及び主任保育士の専任加算がそれぞれ行われ、
また、これらによる年齢別保育単価に各月初日の年齢別入所児童数を
乗じて得た額と、月途中入退所がある場合にはその入所児童数を乗じ
た合算額（私立認定保育所（就学前の子どもに関する教育、保育等の
総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第10条第１

。 。） 、項第５号に規定する私立認定保育所をいう 以下同じ にあっては
同法第13条第２項の規定により読み替えられた児童福祉法（昭和22年
法律第164号。以下「法」という ）第51条第４号に規定する保育料額。
を控除した額とする ）によって、その月の支弁額の算定が行われる。
ものであること。
児童用採暖費加算額又は寒冷地加算額の加算については、その保育

所の所在する地域が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正
する法律（平成16年法律第136号）の施行（平成16年10月28日）前の
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第１条に定める地域により、そ
の適用すべき加算額を異にするのでその該当級地等を確認のうえ、あ
らかじめ関係市町村及び保育所に連絡しておかれたいこと。
年齢別保育単価に含まれている職員構成は、所長のほか、保育士に

ついては乳児３人につき１人、１～２歳児６人につき１人、３歳児20
人につき１人、４歳以上児30人につき１人（ただし、定員90人以下の
施設においては、この定数のほか１人加算）並びに調理員等について
は２人（定員40人以下の保育所においては１人、定員151人以上の保
育所においては３人）とされているのでこれを充足すること。

なお、前記のほか非常勤の保育士が配置されていること。



改 正 後 改 正 前

２ 所長の設置又は未設置の認定について ２ 所長の設置又は未設置の認定について
(略) (1) 保育単価については、その保育所の長が各月の初日において欠

員又は無給であるときは、その人件費を控除した未設置の保育単価
が適用されるが、この設置又は未設置であるかどうかの認定は、そ
の保育所を管轄する都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市
長が行うこととし、おおむね次の基準によられたいこと。
ア その所長が児童福祉事業に２年以上従事した者又はこれと同等
以上の能力を有すると認められる者で、常時実際にその保育所の運
営管理の業務に専従し、かつ有給のものである場合に限り、設置の
単価を適用すること。

イ したがって私立保育所において、２以上の施設若しくは他の事
業と兼務し、保育所長としての職務を行っていないものは欠員とみ
なして未設置の単価を適用すること。

(2) 保育所長の欠員補充に伴い新たに所長設置の保育単価を適用す
るにあたっては、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長
は、その保育所の設置者からその旨の申請（保育所名、所長設置の
保育単価の適用年月日、所長となる者の氏名、年齢、児童福祉事業
に従事した期間、給与等を記載した履歴書等）を徴し、前記(1)の基
準に適合しているときは所長設置の保育単価の適用の決定を行い、
欠員補充された日の属する月の翌月（月初日に欠員補充された場合
はその月）から所長設置の保育単価の適用承認を行うこととする。
都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、所長設置の保

育単価が適用されている保育所については、申請又は指導監査等を
通じてその状況を把握し、(1)の基準に適合しなくなった場合には、
(1)の基準に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に(1)に
適用しなくなった場合はその月）から未設置の単価の適用を行うこ
ととする。

３ 民間施設給与等改善費の承認等について ３ 民間施設給与等改善費の承認等について
(略) 交付要綱に定める民間施設給与等改善費（以下「民改費」という ）。

の加算額の承認等は、その保育所を管轄する都道府県知事又は指定都
市若しくは中核市の市長が行うこととし、その基準及び事務処理は次
によられたいこと。

(1) (略) (1) 交付要綱に定める民改費の加算率の適用は、職員１人当り平均
勤続年数を基礎として次表によるものとすること。



改 正 後 改 正 前

内 訳
加算率の区分 職員一人当たりの平均勤続年数 人件費 管理費

加算分 加算分
12％加算分 １０年以上 10％ ２％
10％加算分 ７年以上 １０年未満 ８％ ２％
８％加算分 ４年以上 ７年未満 ６％ ２％
４％加算分 ４年未満 ２％ ２％

(ｱ)算定の対象となる職員は、その保育所に勤務するすべての常勤 (ｱ) 算定の対象となる職員は、その保育所に勤務するすべての常勤
職員（嘱託職員等の非常勤職員を除く ）とすること。ただし、 職員（嘱託職員等の非常勤職員を除く ）とすること。。 。
常勤職員以外の者であっても、１日６時間以上かつ月20日以上勤 (ｲ) 個々の職員の勤続年数の算定に当たっては、現に勤務する保育
務している者にあっては、これを常勤とみなして算定すること。 所における勤続年数、当該職員のその他の社会福祉施設（現に勤務

する施設以外の施設であって、社会福祉法第２条に定める施設のう
ち、保護施設、老人福祉施設（軽費老人ホーム、養護老人ホーム及
び特別養護老人ホームに限る 、婦人保護施設、児童福祉施設（児）
童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く 、障害者支援施設、。）
障害福祉サービス事業（施設を必要とするものに限る ）を行う事。
業所、障害者自立支援法附則によりなお従前の例により運営できる
こととされた身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設、盲
人ホーム、視聴覚障害者情報提供施設並びに福祉ホーム）における
通算勤続年数、児童福祉法第12条の４に定める施設における勤続年
数及び「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律」に定める認定こども園における勤続年数を合算す
るものとする。

(ｳ) その保育所の職員１人当り平均勤続年数は(ｱ)により算定した
全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となった職員数により除して
得た年数（６月以上の端数は１年とし、６月未満の端数は切り捨て
ること ）をいうこと。。

(ｴ) 前記職員１人当り平均勤続年数の算定は、当該年度の４月１日
現在において行い、その年度の途中においてその職員の異動があっ
ても適用の変更は行わないものであること。

(2)(略) (2) 入所児童の処遇等に不適切な事由が認められ、改善措置が講じ
られない場合は、改善措置が講じられるまでの間で貴職が必要と認
める期間、民改費の管理費加算分若しくは人件費加算分又はその両
者を減ずるものであること。ただし、遡及適用は行わないこと。



改 正 後 改 正 前

(3)（略） (3) 「保育所運営費の経理等について （平成12年３月30日児発第29」
9号児童家庭局長通知）の５の(2)の結果 「１ 運営費の使途範囲」、
から「４ 運営費及び保育料の管理・運用」までに定める以外の支
出が行われていた場合には、４月分から翌年３月分までの間、民改
費全額について加算を停止するものとすること。

(4)(略) (4) また、加算を停止した施設であっても 「保育所運営費の経理等、
について （平成12年３月30日児発第299号児童家庭局長通知）の別」
表１に掲げる事業等のいずれかを実施する保育所であって、同通知
の１の(2)の①から⑦までに掲げる要件を満たすものについては、民
改費が加算されたものと仮定して、同通知の別表２に掲げる経費等
への充当を行って差し支えないこととする。

(5)(略) (5) 民改費は、そもそも余剰がなく給与改善等に支障を来すおそれ
のある民間施設における、公・私施設間の職員給与格差の是正など
を目的としており、配当に対して支出が行われている保育所につい
ては、対象とならないものであること。

(6)(略) (6) 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、市町村長
（指定都市及び中核市の市長を除く。以下同じ ）に保育所の設置者。
から別紙(1)に定める申請書を取りまとめさせ（指定都市及び中核市
の市長は直接、保育所の設置者から申請書を徴すること 、いずれ。）
かの加算率の適用に該当するかの承認を行い、市町村長に通知する

措置を講ずること。市長村長は、その内容を保育所の設置者に通知
すること。

４ 保育所事務職員雇上費の加算について ４ 保育所事務職員雇上費の加算について
、（略） 交付要綱の第３の２の(9)に定める事務職員雇上費の加算については

次に掲げる次世代育成支援対策交付金対象事業及び保育対策等促進事業
等のいずれかを実施する保育所に加算するものとする。

(1)(略) (1) 延長保育実施保育所及び延長保育自主事業実施保育所（平成20年6
月9日雇児発第0609001号本職通知「保育対策等促進事業の実施につ
いて」に定める要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満たし
て自主事業として実施しているもの ）。



改 正 後 改 正 前

(2)（略） (2) 一時預かり事業実施保育所（平成20年11月28日雇児発第1128003
号本職通知「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基
準について」に定める要件に適合するもの（対象児童は、事業開始
月（年度当初から事業を開始する場合は、４月又は５月）における
平均対象児童が１人以上いること ）。

ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号本職通
知「 保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以『
前に定める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実
施しているものも含むこととされること。

(3)（略） (3) 病児・病後児保育事業実施保育所及び病児病後児保育自主事業
実施保育所（平成20年６月９日雇児発第0609001号本職通知「保育対
策等促進事業の実施について」に定める要件に適合するもの及びこ
れと同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの ）。

(4)(略) (4) 乳児が３人以上入所している保育所(月の初日において乳児が３
人以上入所しているもの。)

５ 主任保育士の専任加算について ５ 主任保育士の専任加算について
(略) 交付要綱の第３の２の(10)に定める主任保育士の専任加算について

は次に掲げる次世代育成支援対策交付金対象事業及び保育対策等促進
事業等を複数実施する保育所に加算するものとする。

(1)(略) (1) 延長保育実施保育所及び延長保育自主事業実施保育所（平成20
年6月9日雇児発第0609001号本職通知「保育対策等促進事業の実施に
ついて」に定める要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満た
して自主事業として実施しているもの ）。

(2)(略) (2) 一時預かり事業実施保育所（平成20年11月28日雇児発第1128003
号本職通知「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基
準について」に定める要件に適合するもの（対象児童は、事業開始
月（年度当初から事業を開始する場合は、４月又は５月）における
平均対象児童が１人以上いること ）。

ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号本職通
知「 保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以『
前に定める 一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実
施しているものも含むこととされること。



改 正 後 改 正 前

(3)(略) （3）病児・病後児保育事業実施保育所及び病児病後児保育自主事業実施
育所（平成20年６月９日雇児発第0609001号本職通知「保育対策等保

促進事業の実施について」に定める要件に適合するもの及びこと同
等の要件を満たして自主事業として実施しているもの ）。

(4)(略) （4）乳児が３人以上入所している保育所(月の初日において乳児が３人
以上入所しているもの。)

６ 保育単価の予算措置等について ６ 保育単価の予算措置等について
、 、(略) 保育単価は 低基準を維持するのに必要な 低の経費であるから

市町村においては必要な予算措置を行い、所定の保育単価による支弁
額を各月必ず支弁するよう厳正に指導されたいこと。したがって都道
府県知事は、毎年度当初において、管下市町村の予算書抄本を徴する
等、その市町村における支弁予定額を確認し、適切なる指導を加えら
れたいこと。
なお、この費用の性質にかんがみ、各月初日の入所児童については

当月分は遅くともその月中に精算支弁するように、月途中入退所につ
いては市町村の実情、施設の運営等を勘案しながら支弁するよう指導
されたいこと。

第２ 徴収金（保育料）基準額について 第２ 徴収金（保育料）基準額について
（ ） 、１(略) １ 交付要綱の第４に定める徴収金 保育料 基準額の算定については

市町村において適正かつ簡明に行えるよう各月初日の入所児童の属す
る世帯を課税額等の状況に応じ区分し、それぞれ入所児童１人当たり
の基準額をさだめていること。
入所児童の属する世帯の課税額等の確認については、関係機関との

連携を密にして、誤りなきを期するよう指導することはもちろんであ
るが、各市町村における各階層区分の確認の適否は、直ちに国庫負担
に重大な影響をもたらすこととなるので、指導監査等を通じて、とく
にこの点の状況を厳密に監督することとされたいこと。



改 正 後 改 正 前

２(略) ２ その世帯の階層区分の認定については、その児童と同一世帯に属し
て生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者（家計の主宰者
である場合に限る ）のすべてについて、それらの者の課税額の合計。
額により行うものであること。

ただし、私立認定保育所については、その児童と同一世帯に属して生
計を一にしている父母及びそれ以外の法第24条第２項に規定する保育の
実施に係る児童の保護者（家計の主宰者である場合に限る ）のすべて。
について、それらの者の課税額の合計額により行うものであること。

３(略) ３ その世帯の階層区分の確認は次によられたいこと。
ア 被保護世帯の確認は、福祉事務所等において行うこと。
イ 前年度分市長村民税の課税状況の確認は、その市町村の市町村
民税主管課の資料等に基づいて行うこと。

ウ 前年分の所得税の課税状況の確認は、その市町村の市町村民税
主管課又は税務署において行うこと。

、 、エ アからウまでによって確認した場合においては その確認方法
確認年月日、税額等を保育児童台帳の相当の欄に記載し、確認者
の印を押印すること。
なお、課税状況の確認を証明書を徴して行うこととしている場合
においては、その課税額がない場合においてもその旨の証明書を
徴すること。

オ 前年分の所得税の課税状況を把握するにあたって１月ないし３
月の間においてはその確認が困難な場合もあるので、前々年分の
課税状況により階層を決定するものであること。

第３ 保育所における運営費の経理について
第３ 保育所における運営費の経理について 保育所における運営費の経理については、別に定めるところによるこ

(略) と。


